
 

  （税経 20）  

令和３年 5 月 25 日  

都道府県医師会  

担当理事殿  

 

公益社団法人  日本医師会    

常任理事  宮川  政昭  

（公印省略）  

 

消費税の適格請求書等保存方式の導入に関する周知等について  

 

今般、厚生労働省、財務省、国税庁より「消費税の適格請求書等保存方式の導入

に関する周知等について（協力依頼）」が発出されましたので、ご案内申し上げます。  

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和 5 年 10 月 1 日から消費税の適格請求

書等保存方式（いわゆるインボイス制度）が導入されることとなっています。  

インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が

必要になり、インボイスの交付を行うためには本年 10 月 1 日に開始される税務署

への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要になるといった現行制度か

らの変更点があります。  

インボイス制度に関する周知等については、別添資料の通り、①説明会への財務

省・国税職員の講師派遣、②国税庁のパンフレット・動画チャンネルの共有  につ

いて周知・ご検討いただきますようお願い申し上げます。  

また、本会において、医療機関の対応について整理いたしましたので、別添資料

「適格請求書等保存方式（インボイス制度）の導入と医療機関の対応」をご参照い

ただければ幸いです。特に以下の方は必ずご確認いただきますようお願い申し上げ

ます。  

 

・消費税の納税が「一般課税方式」の医療機関等  

・事業者宛に課税売上（健康診断等）の請求書や領収書を出す医療機関等  

 

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知いただくとともに貴

会管下の関係医療機関等への周知につきご高配賜りますようお願い申し上げます。  

 

【添付資料】  

・消費税の適格請求書等保存方式の導入に関する周知等について（協力依頼）  



 

（令和 3 年 5 月 21 日  厚生労働省、財務省、国税庁）  

・消費税のインボイス制度に関する説明会・研修会への講師派遣について（厚生労

働省）  

・インボイス制度/軽減税率制度  講師派遣申込書（厚生労働省）  

・適格請求書等保存方式（インボイス制度）の導入と医療機関の対応（日本医師会）  



   

令和３年５月 21日 

日本医師会 御中 

厚 生 労 働 省 

財 務 省 

国 税 庁 

 

 

消費税の適格請求書等保存方式の導入に関する周知等について 

（協力依頼） 

 

 

平素から、厚生労働行政にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和５年 10 月 1 日から消費税の適格請求書

等保存方式（いわゆるインボイス制度）が導入されることとなっています。 

インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必

要になり、インボイスの交付を行うためには本年 10 月 1 日に開始される税務署への

「適格請求書発行事業者（注）」としての登録申請が必要となるといった現行制度からの

変更点があります。また、円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、

制度導入後の３年間は仕入税額の 80％、その後の３年間は仕入税額の 50％を控除で

きる経過措置が設けられています。 

（注）インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者

がこうした登録を受けられることになっています。 

そのため、制度を理解していただき準備や対応を行っていただくに当たり、ご希望

に応じ、貴団体開催の会員向けの説明会・研修会に財務省・国税職員を派遣させてい

ただきたいと思います。 

これまで、派遣講師による説明を受けた団体等からは、「説明を受けてみて制度理解

が進んだ」や「準備を開始するきっかけになった」との声をいただいておりますので、

こうした説明会・研修会の開催についてご検討いただけますと幸いです。 

また、インボイス制度の説明と合わせて、令和３年度税制改正における電子帳簿保

存法の見直しの概要についても、ご希望にあわせてご説明させていただきます。 

なお、新型コロナウイルス感染症への対応や感染防止の観点から、現時点では開催

が困難な場合もあると思いますので、開催時期や実施方法については、貴団体の状況

に応じてご検討いただければ幸いです。 

※ オンラインでの説明や、団体事務局向けの少人数の説明会や複数回にわたる開催もご相談くださ

い。具体的な説明会・研修会への講師派遣要領については、別添をご参照ください。 

また、国税庁からは次ページのとおり、制度に関する各種の資料が公表されており

ますので、ご参照いただくとともに、貴団体の会員の皆様にも共有いただきますよう

お願いいたします。 

 

貴団体におかれましては、引き続きこうした制度の周知等にご協力いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 



   

参考 

 

国税庁ＨＰにおいて、インボイス制度に関するパンフレットやＱ＆Ａのほか、国税

庁動画チャンネル（You Tube）が公表されております。 

【国税庁 インボイス制度特設サイト】 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/i

nvoice.htm 

【適格請求書等保存方式の概要 －インボイス制度の理解のために－】 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/p

df/0020006-027.pdf 

【消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する Q＆A】 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/q

a_01.htm 

 

また、インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けており

ます。 

軽減コールセンター 0120-205-553（無料） 【受付時間】9:00～17:00（土日祝除く） 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm


   

 

消費税のインボイス制度に関する 

説明会・研修会への講師派遣について 
 
 

 

 

◇ 貴団体が主催される会員事業者向けの説明会・研修会に講師を派遣します。 

◇ 貴団体の傘下団体(地域ブロック単位の団体)が主催される同様の説明会・研修会にも講師

派遣可能です。 

※ 会員事業者の主に経理をご担当されている方への説明会や研修会が効果的だと思われ

ますが、団体開催の理事会や団体事務局に向けた説明であっても差し支えありません。 

※ 新型コロナウイルス感染症への感染防止の観点から、オンラインでの説明や少人数での

複数開催などの対応も可能ですので、ご相談ください。 

 

 

 

◇ 消費税のインボイス制度の概要と留意点 など 

 ※ 消費税の軽減税率制度に関する質疑等にも対応させていただきます。 

 ※ あわせて令和３年度税制改正における電子帳簿保存法の見直しについて説明をご希望の

場合は、別紙申込書にその旨をご記入ください。なお、日程等の都合上、ご希望に添えな

いこともある旨、予めご了承ください。 

 

 

 

◇ 講師派遣依頼は、制度開始に向けて随時、受け付けております。 

（申込期限は設けておりません。） 

◇ 講師派遣は、平日の９時から 17時までの間とさせていただきます。それ以外の日程を希望

される場合は前広にご相談ください。 

 

 

 

◇ 別紙申込用紙にご記入の上、以下の連絡先宛てにご送付願います。 

〒１００-８９１６ 

東京都千代田区霞ヶ関１-２-２ 

厚生労働省医政局総務課 担当 太田 

電子メール：oota-saeaa@mhlw.go.jp 

ＦＡＸ：０３－３５０１－２０４８ 

 

 

 

別添 

 講師を派遣させていただく説明会・研修会 

派遣する講師（財務省・国税職員）がご説明する事項（概要） 

説明会の開催時期等 

 講師派遣のお申込み 



    別紙 

申込日 管理番号

開催団体名

開催日 開催時間

（都道府県） （市区町村）

説明会の名称

当日の時間割

備考

回答日 説明担当者

開催場所

（地番、建物名、部屋番号等）

イ ン ボ イ ス 制 度

軽 減 税 率 制 度

※お手数ですが、太枠内の項目につきましてご記入願います。

参加人数（名）

※　オンラインでの開催をご希望の場合には、その旨及び使用可能なソフト名を記載ください。

名程度

講師派遣申込書

連絡先
担当部署名

又は
担当者名

説明会の概要
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適格請求書等保存方式（インボイス制度）の導入と医療機関の対応 

 

令和３年５月 

公益社団法人 日本医師会 

 

 

本資料は、医療機関向けの補助資料です。制度の全般については、国税庁「適格請求

書等保存方式の概要―インボイス制度の理解のために―」をご覧ください1。 

 

 

 

はじめに 

１. 帳簿の記載事項（全業種共通） ............................................................... 3 

２. 請求書等の記載事項（全業種共通） ....................................................... 3 

３. 仕入取引に関する対応（全業種共通）.................................................... 6 

４. 売上取引に関する対応（医療機関の対応） ............................................ 7 

 

 

 

 

 

本資料は、厚生労働省医政局の協力の下、財務省主税局及び国税庁に確認した事項

を踏まえて作成しています。 

 

  

 
1「適格請求書等保存方式の概要—インボイス制度の理解のために―」国税庁（令和 2 年 6 月）

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf 
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はじめに 

 

消費税の仕入税額控除を受けるための要件として、一定の記載事項を具備し

た帳簿及び請求書等の保存が義務付けられています。 

令和元年 10 月の軽減税率制度の導入に伴い、仕入税額控除を受けるために

必要とされる帳簿及び請求書等に記載すべき事項が段階的に追加されること

となりました。 

令和元年 9 月までの従来の制度を「請求書等保存方式」といいます。 

令和元年 10 月から、インボイス制度導入に向けた準備段階として「区分記

載請求書等保存方式」が施行されています。 

令和 5 年 10 月から「適格請求書等保存方式」（いわゆるインボイス制度）が

導入されます。  
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１. 帳簿の記載事項（全業種共通） 

消費税の仕入税額控除を受けるためには帳簿及び請求書等の保存が義務付

けられています。インボイス制度の導入に向けて、帳簿の記載事項も段階的

に追加されます。 

 

（1） 従来の請求書等保存方式（令和元年 9月まで）における帳簿の記載事項 

 ①課税仕入れの相手方の氏名又は名称 

 ②課税仕入れを行った年月日 

 ③課税仕入れの内容 

 ④課税仕入れの支払対価の額 

 

（2） 区分記載請求書等保存方式（令和元年 10 月から令和 5 年 9 月まで）にお

ける帳簿の記載事項 

 ①～④ 同上 

 ⑤軽減税率対象資産の譲渡等に係るものについてはその旨 

 

（3） 適格請求書等保存方式（インボイス制度、令和 5 年 10 月から）における帳

簿の記載事項 

 ①～⑤ 同上 

 

 

２. 請求書等の記載事項（全業種共通） 

消費税の仕入税額控除を受けるために保存しなければならない請求書等の

記載事項が段階的に追加されます。 

請求書、領収証、納品書などの名称にかかわらず、以下の法定記載事項を満

たす書類を、それぞれ「請求書等」「区分記載請求書等」「適格請求書等」と言

います。ここで「適格請求書」のことを、通称「インボイス」と言います。 
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（1） 従来の請求書等（令和元年 9月まで） 

 ①書類の作成者の氏名又は名称 

 ②取引年月日 

 ③取引内容（品目等） 

 ④課税取引の対価の額（税込み） 

 ⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

 

（2） 区分記載請求書等（令和元年 10月から令和 5年 9月まで） 

 ①～⑤ 同上 

 ⑥軽減税率対象品目についてはその旨 

 ⑦税率ごとに区分して合計した対価の額（税込み） 

 （※下線部は、(1)から新たに追加された事項） 

 軽減税率対象品目がなければ従来の請求書等と同じ。 

 売り手側に交付の義務はない（従来通り）。 

 3 万円未満の取引は請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができる（従来通り）。 

 新たに追加された記載事項（上記⑥⑦）に不備があれば、受け手（買い手）の事

業者が追記してもよい。 

 

（3） 適格請求書（インボイス）等（令和 5年 10月から） 

①～⑥ 同上 

 ⑦税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は税込み） 

 ⑧書類の作成者（適格請求書発行事業者）の登録番号 

 ⑨税率ごとの消費税額及び適用税率 

（※下線部は、(2)から新たに追加された事項） 

 登録を受けた「適格請求書発行事業者」でなければ発行できない。 

 課税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けることができる（免税事業者が

登録を受けるには課税事業者を選択する必要がある）。 

 3 万円未満の取引についても適格請求書等の保存が必要（自動販売機等を除く）。 

 記載事項に不備がある場合、受け手（買い手）による追記は不可。 
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（図 1）帳簿及び請求書等の記載事項の比較 

 

（出典：国税庁「消費税軽減税率制度の手引き」令和 2 年 8 月版） 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01-1.htm 
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３. 仕入取引に関する対応（全業種共通） 

仕入取引に関して必要な対応は、「免税事業者」及び「簡易課税適用の課税

事業者」と、「一般課税適用の課税事業者」とで異なります。 

 

免税事業者 

簡易課税事業者 

 

仕入取引に関して特段の対応は不要 

 

一般課税事業者 

仕入税額控除を受けるためには、法定記載事項を満たす

帳簿及び請求書等の保存が必要。請求書等については、 

・令和 5 年 9 月までは「区分記載請求書等」 

・令和 5 年 10 月から「適格請求書（インボイス）等」 

の保存が必要。 

 

（1） 免税事業者及び簡易課税適用の課税事業者  

区分記載請求書等保存方式、適格請求書等保存方式ともに、仕入取引に関し

て特段の対応は必要ありません。帳簿の記載においても、請求書等の保存に

おいても、従来通りです。（所得税又は法人税の申告のための帳簿の記載や領

収書等の保存は従来通り必要です。） 

 

（2） 一般課税適用の課税事業者 

一般課税事業者とは簡易課税事業者以外の課税事業者、即ち、実額で仕入税

額控除を受ける課税事業者です。一般課税事業者は仕入税額控除を受けるた

めの要件として、法定記載事項を満たす帳簿及び請求書等の保存が従来から

義務付けられています。 

そして請求書等については、令和 5 年 9 月までは「区分記載請求書等」、令

和 5 年 10 月からは「適格請求書（インボイス）等」の保存が必要となります。

これらの保存がない場合、仕入税額控除を受けることができません。 

 

※仕入取引における対応については、医療機関に特有の内容はなく、一般の

業種と共通です。 
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４. 売上取引に関する対応（医療機関の対応） 

売上取引に関して必要な対応は、令和 5 年 9 月までの「区分記載請求書等」

と、令和 5 年 10 月からの「適格請求書（インボイス）等」で異なります。 

 

「区分記載請求書等」 

（～令和 5年 9月） 

「適格請求書（インボイス）等」 

（令和 5年 10月～） 

事業者に対する軽減税率対象品目の課税

売上がある医療機関は、売上取引に関し

対応が必要となる。 

 

⇒売店等での事業者への飲食料品

の売上がなければ影響なし 

事業者に対する課税売上がある医療機

関は、売上取引に関し対応が必要とな

る。（軽減税率対象品目の有無は問わな

い） 

⇒事業者への売上がなければ 

影響なし 

 

 

（1） 区分記載請求書等（令和 5年 9月まで） 

売上取引においては、「区分記載請求書等」を交付することが必要ですが、

軽減税率対象となる売上がない場合の記載事項は、従来交付していた「請求

書等」と同様です。 

なお、買い手が事業者以外の場合は、特段の対応は不要です（買い手の求め

に応じて発行することは問題ありません）。 

 

「区分記載請求書等保存方式」においては、3 万円未満の取引であれば相手

方（買い手）の事業者は区分記載請求書等の保存がなくても仕入税額控除が

できます。 

また、新たに追加された記載事項（軽減対象品目についてはその旨、税率ご

とに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額）については、請求書等

を受け取った事業者が追記することも認められています（4 ページ ２.(2））。 
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〇 医療機関の売上取引に関する「区分記載請求書等」への対応 

事業者に対して軽減税率対象品目である飲食料品を販売した場合、仕入税額

控除を行う買い手の事業者から区分記載請求書等の交付を要請される可能性

があります。ただし、医療機関においては、かなり限定的と言えます。 

 

病院の売店において、課税事業者（企業等）の従業員が事業用の買い物と

して、飲料、食品等を購入するケース 

 

区分記載請求書等は売り手（医療機関）に交付の義務はありません。また、

病院の売店はあくまで患者のためのものであり、事業者への販売を意図した

ものではありません。従って、事業者に対して区分記載請求書等を交付する

場面は限定的ではありますが、顧客対応として以下のような対応が考えられ

ます。 

① 記載事項に対応したレジシステムに更新する（図 2）。 

② 手書き用の領収証に記載事項を手書きする（図 3）。 

③ 領収証を 10％用と 8％用の 2 枚発行し、8％用に「軽減税率対象」を明

記する（図 4）。 

ただし、病院の売店で企業等の買い物が行われることは極めて稀であり、出

来る限り最小限のコストで対応することが肝要です。 

なお、不特定多数の者が訪れる売店においては、記載事項のうち「書類の交

付を受ける事業者の氏名又は名称」は省略できます。 
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（図 2）            （図 3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図 4） 

 

 

  

（株）ABC 2020    7     1 

￥１０３ー

96 

8 7 

ミネラルウォーター代として軽減税率対象

医療法人社団●●病院
〇〇売店
電話：00-0000-0000

（株）ABC 2020    7     1 

￥１６２ー

148 

10 14 

ボールペン代として

医療法人社団●●病院
〇〇売店
電話：00-0000-0000

（株）ABC 様

2020年8月24日（月）

ミネラルウォーター　 ＊103

ボールペン 162

合　計 ¥265

（税率  8%対象 ¥103 ）

（税率10%対象 ¥162 )

（内消費税等  8% ¥7 )

（内消費税等10% ¥14 )

＊印は軽減税率対象です。

医療法人社団●●病院  〇〇売店

領　収　証

ミネラルウォーター（軽減税率対象）、
ボールペン代として

￥２６５ー

（株）ABC 2020    7     1 

10
162 

14 

8
103 

7 

医療法人社団●●病院
〇〇売店
電話：00-0000-0000
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（2） 適格請求書（インボイス）等（令和 5年 10月から） 

医療機関の売上取引に関し、「適格請求書（以下、インボイス）等」への対

応が必要となるのは、事業者に対する課税売上がある医療機関です。 

医療機関における事業者に対する課税売上としては、例えば、以下のよう

なケースが考えられます。 

・企業から社員の健康診断や予防接種などを受託しているケース 

・企業が費用を負担して社員に業務上必要な検査を受けさせるケース 

・医療機関が企業から産業医報酬を受け取っているケース（医師個人が給

与として受け取るものを除く） 

・企業からの顧問収入、受託収入、治験収入、テナント収入があるケース 

・売店で企業等の従業員が社用の買い物をするケース 

 

事業者に対する課税売上（標準税率か軽減税率かは問いません。）がある医

療機関は、令和 5 年 10 月以降、取引先の事業者からインボイスの発行を求め

られる可能性があります。逆に事業者に対する課税売上がなければ、特に対

応の必要はありません。 

 

 

〇 事前に検討すべき「インボイス対応」とは 

事業者に対する課税売上がある医療機関においては、「インボイスを発行す

るために必要な事業者登録の申請を行うかどうか」の検討が必要となります。 

また、インボイスは課税事業者でなければ発行できませんので、免税事業

者である医療機関においては、「課税事業者となる選択を行うかどうか」も含

めて検討する必要があります。 

令和5年10月1日からインボイス発行事業者の登録を受けたい場合には、

原則、令和 5 年 3 月 31 日までに登録申請書を提出する必要があります。 

 

事業者に対する課税売上がある医療機関における令和 5 年 10 月以降の選

択肢は、以下のように整理されます。 
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①登録申請を行い、登録を受け、インボイスを発行する 

②インボイスを発行せず消費税相当額または一定額を値引きする（値引は

取引喪失のリスクを抑えるためであり、消費税法上、求められるもので

はない） 

③インボイスを発行せず値引きもしない（取引喪失のリスクが高い） 

 

上記①～③の選択を判断にあたって検討すべき事項は、以下の通りです。 

・インボイスの発行に対する取引先の意向、ニーズ 

・インボイスを発行するための手間とコスト（手書きで対応するか、シス

テムで対応するかの検討含む） 

・インボイスを発行せずに消費税相当額の値引きをした場合の負担 

・インボイスを発行せずに取引を失った場合の損失 

・免税事業者においては課税選択した場合の消費税納税負担（下記参照） 

 

 

〇 免税事業者におけるインボイス対応の留意点 

現在免税事業者である医療機関がインボイスを発行しようとする場合には、

課税事業者を選択しなければなりません。 

令和 5 年 10 月 1 日からインボイス発行事業者の登録を受けた場合には、

同日から課税事業者になり納税義務が発生します。 

免税事業者であり、かつ事業者に対して課税売上がある医療機関は、決し

て多くないと思われますが、もし該当する場合には、慎重に検討し判断する

必要があります。 
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〇 医療機関がインボイスを発行する具体的ケース 

医療機関が事業者に対して課税売上取引を行い、インボイスを発行する場

合には、医療費の領収証（厚生労働省が定める様式の領収証書2）とは別に、

インボイスの記載事項を具備した請求書・領収証等を発行することになりま

す。具体的には以下のようなケースが考えられます。 

 

医療機関が企業から社員の健診や予防接種などを受託しているケース、産

業医としての報酬等（給与として受け取るものを除く）を受け取っているケ

ースなど 

 

取引先の仕入税額控除を考え、医療機関が登録事業者となりインボイスを発

行する場合は、窓口の会計とは別に、パソコンまたは手書きで請求書・領収

証等を作成することで対応できます。 

 

病院の売店において、企業等の従業員が社用の買い物として、飲料、文房

具等を購入するケース 

 

売店の売上に関し、医療機関が登録事業者となりインボイスを発行する場合

は、前出 4.（1）「区分記載請求書等」の売店のケース（8 ページ）で掲げた①

～③の領収証に、「登録番号」を記載すれば対応できます。 

① 登録番号を含む記載事項に対応したレジシステムに更新する（図 6）。 

② 手書き用の領収証に登録番号を押印等し、記載事項を手書きする（図 7）。 

③ 領収証を 10％用と 8％用の 2 枚発行し、登録番号を押印等し、8％用に

は「軽減税率対象」を明記する（図 8）。 

なお、不特定多数の者が購入に訪れる売店においては、「書類の交付を受け

る事業者の氏名又は名称」の記載を省略した「適格簡易請求書」を発行すれ

 

2 「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付

について」令和２年３月５日,厚生労働省保険局長（保発 0305 第 2 号） 
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ばよいこととされています（図 9）。  

また、自動販売機の売上については、請求書・領収証を発行する必要はあり

ません。 

 

 

（図 6）            （図 7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図 8） 
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ボールペン代として

医療法人社団●●病院
〇〇売店
電話：00-0000-0000

登録番号：T1234567890123

（株）ABC 様

2020年7月1日（水）

ミネラルウォーター　 ＊96

ボールペン 148

小計（税抜　8％） ¥96

　消費税等（8％） ¥7

小計（税抜　10％） ¥148

　消費税等（10％） ¥14

合　計 ¥265

＊印は軽減税率対象です。

医療法人社団●●病院  〇〇売店

登録番号：T1234567890123

領　収　証
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（図 9）適格請求書と適格簡易請求書の記載事項 

 

（出典：国税庁「消費税軽減税率制度の手引き」令和 2 年 8 月版） 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01-1.htm 

 

 




